
一
頁

核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
案
新
旧
対
照
条
文
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

○

核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
四
十
八
号
）

改

正

案

現

行

（
保
安
の
た
め
の
措
置
が
必
要
な
場
合
に
届
出
を
要
す
る
核
燃
料
物
質
等
）

（
保
安
の
た
め
の
措
置
が
必
要
な
場
合
に
届
出
を
要
す
る
核
燃
料
物
質
等
）

第
一
条

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行

第
一
条

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行

令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
の
表
第
一
号
イ

令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
の
五
の
表
第
一
号

の
内
閣
府
令
で
定
め
る
核
燃
料
物
質
等
（
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ

イ
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
核
燃
料
物
質
等
（
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に

つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又

よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
工
場

は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第

又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令

五
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
等
と
す
る
。

第
五
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
等
と
す
る
。

２

令
第
四
十
九
条
の
表
第
一
号
ロ
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
核
燃
料
物
質
は
、
核

２

令
第
十
七
条
の
五
の
表
第
一
号
ロ
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
核
燃
料
物
質
は
、

燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
第
十
五

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
第
十

条
第
二
項
に
規
定
す
る
核
分
裂
性
物
質
と
す
る
。

五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
核
分
裂
性
物
質
と
す
る
。

（
届
出
の
手
続
）

（
届
出
の
手
続
）

第
二
条

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以

第
二
条

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
核
燃
料
物
質
等
の

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
九
条
の
二
第
五
項
（
法
第
六
十
六
条
第
二
項
に

運
搬
の
届
出
を
し
て
、
運
搬
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
核
燃
料
物
質

様
式
第
一
の
運
搬
届
出
書
一
通
を
当
該
運
搬
の
経
路
で
あ
る
区
域
を
管
轄
す
る

等
の
運
搬
の
届
出
を
し
て
、
運
搬
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

都
道
府
県
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け

別
記
様
式
第
一
の
運
搬
届
出
書
正
副
二
通
を
当
該
運
搬
の
経
路
で
あ
る
区
域
を

れ
ば
な
ら
な
い
。

管
轄
す
る
都
道
府
県
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



二
頁

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
運
搬
証
明
書
）

（
運
搬
証
明
書
）

第
三
条

法
第
五
十
九
条
第
五
項
の
運
搬
証
明
書
（
以
下
「
運
搬
証
明
書
」
と
い

第
三
条

法
第
五
十
九
条
の
二
第
五
項
の
運
搬
証
明
書
（
以
下
「
運
搬
証
明
書
」

う
。
）
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
二
の
と
お
り
と
す
る
。

と
い
う
。
）
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
二
の
と
お
り
と
す
る
。

（
指
示
）

（
指
示
）

第
四
条

保
安
の
た
め
の
措
置
が
必
要
な
場
合
に
お
け
る
法
第
五
十
九
条
第
六
項

第
四
条

保
安
の
た
め
の
措
置
が
必
要
な
場
合
に
お
け
る
法
第
五
十
九
条
の
二
第

の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

六
項
（
法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ

。
）
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

駐
車
（
道
路
交
通
法
第
二
条
第
一
項
第
十
八
号
に
規
定
す
る
駐
車
を
い
う

四

駐
車
（
道
路
交
通
法
第
二
条
第
一
項
第
十
八
号
に
規
定
す
る
駐
車
を
い
う

。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
場
所
及
び
駐
車
時
の
措
置

。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
場
所
及
び
駐
車
時
の
措
置

五
〜
十

（
略
）

五
〜
十

（
略
）

２

保
安
及
び
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
の
措
置
が
必
要
な
場
合
に
お
け

２

保
安
及
び
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
の
措
置
が
必
要
な
場
合
に
お
け

る
法
第
五
十
九
条
第
六
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ

る
法
第
五
十
九
条
の
二
第
六
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
項
各
号
に

る
も
の
の
ほ
か
、
防
護
対
象
特
定
核
燃
料
物
質
を
防
護
す
る
た
め
に
必
要
な
事

掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
防
護
対
象
特
定
核
燃
料
物
質
を
防
護
す
る
た
め
に
必
要

項
と
す
る
。

な
事
項
と
す
る
。

（
運
搬
証
明
書
の
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
）

（
運
搬
証
明
書
の
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
）

第
五
条

法
第
五
十
九
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
、
運
搬
証
明
書
の
書

第
五
条

法
第
五
十
九
条
の
二
第
九
項
（
法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

換
え
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
三
の
運
搬
証
明
書
書
換
え
申
請

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
、
運
搬
証
明
書
の
書
換
え
を

書
一
通
に
当
該
運
搬
証
明
書
を
添
え
て
、
そ
の
交
付
を
受
け
た
公
安
委
員
会
に

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
三
の
運
搬
証
明
書
書
換
え
申
請
書
一
通

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
当
該
運
搬
証
明
書
を
添
え
て
、
そ
の
交
付
を
受
け
た
公
安
委
員
会
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
搬
証
明
書
の
再
交
付
の
申
請
）

（
運
搬
証
明
書
の
再
交
付
の
申
請
）



三
頁

第
六
条

法
第
五
十
九
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
運
搬
証
明
書
の
再
交
付
を
受
け

第
六
条

法
第
五
十
九
条
の
二
第
十
項
（
法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
四
の
運
搬
証
明
書
再
交
付
申
請
書
一
通
を
そ

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
運
搬
証
明
書
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と

の
交
付
を
受
け
た
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
四
の
運
搬
証
明
書
再
交
付
申
請
書
一
通
を
そ
の
交
付

お
い
て
、
申
請
の
事
由
が
当
該
運
搬
証
明
書
の
汚
損
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
申

を
受
け
た
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

請
書
に
当
該
運
搬
証
明
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
申
請
の
事
由
が
当
該
運
搬
証
明
書
の
汚
損
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
申
請
書
に

当
該
運
搬
証
明
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
搬
に
関
す
る
検
査
）

（
運
搬
に
関
す
る
検
査
）

第
七
条

法
第
五
十
九
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
警
察
官
が
検
査
を
行
う
と
き

第
七
条

法
第
五
十
九
条
の
二
第
十
一
項
（
法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準

は
、
道
路
に
お
け
る
安
全
と
円
滑
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
場
所
を
選

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
警
察
官
が
検
査
を
行
う
と
き
は
、
道

び
、
か
つ
、
当
該
核
燃
料
物
質
等
の
保
安
の
確
保
（
当
該
核
燃
料
物
質
等
に
防

路
に
お
け
る
安
全
と
円
滑
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
場
所
を
選
び
、
か

護
対
象
特
定
核
燃
料
物
質
を
含
む
と
き
は
、
保
安
及
び
当
該
防
護
対
象
特
定
核

つ
、
当
該
核
燃
料
物
質
等
の
保
安
の
確
保
（
当
該
核
燃
料
物
質
等
に
防
護
対
象

燃
料
物
質
の
防
護
の
確
保
）
に
つ
い
て
細
心
の
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

特
定
核
燃
料
物
質
を
含
む
と
き
は
、
保
安
及
び
当
該
防
護
対
象
特
定
核
燃
料
物

い
。

質
の
防
護
の
確
保
）
に
つ
い
て
細
心
の
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
安
委
員
会
へ
の
報
告
）

（
報
告
の
徴
収
）

第
八
条

法
第
六
十
二
条
の
三
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
象
は
、
次
に
掲
げ
る
も

第
八
条

法
第
五
十
九
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
製
錬
事
業
者

の
（
法
第
五
十
八
条
第
一
項
の
工
場
等
の
外
に
お
け
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬

、
加
工
事
業
者
、
原
子
炉
設
置
者
、
外
国
原
子
力
船
運
航
者
、
使
用
済
燃
料
貯

に
お
い
て
生
じ
た
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

蔵
事
業
者
、
再
処
理
事
業
者
、
廃
棄
事
業
者
及
び
使
用
者
は
、
法
第
六
十
七
条

一

核
燃
料
物
質
等
の
盗
取
又
は
所
在
不
明
が
生
じ
る
こ
と
。

の
規
定
に
よ
り
、
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に

二

核
燃
料
物
質
等
を
積
載
し
た
車
両
又
は
伴
走
車
そ
の
他
の
運
搬
に
同
行
す

お
い
て
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
事
故
が
発
生
し
た
と
き
は
、
当
該
事
故

る
車
両
に
係
る
交
通
事
故
が
発
生
す
る
こ
と
。

が
発
生
し
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す
る
処
置
を
当

三

防
護
対
象
特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
が
妨
害
さ
れ
る
こ
と
。

該
届
出
を
受
理
し
た
公
安
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

核
燃
料
物
質
等
の
異
常
な
漏
え
い
が
生
じ
る
こ
と
。

一

核
燃
料
物
質
等
の
盗
取
又
は
所
在
不
明

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
人
の
障

二

交
通
事
故



四
頁

害
（
放
射
線
障
害
以
外
の
障
害
で
あ
つ
て
軽
微
な
も
の
を
除
く
。
）
が
発
生

三

防
護
対
象
特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
の
妨
害

し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

四

核
燃
料
物
質
等
の
異
常
な
漏
え
い

２

法
第
六
十
二
条
の
三
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事

五

前
各
号
の
ほ
か
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
人
の
障
害
（
放
射
線
障

象
が
生
じ
た
日
時
及
び
場
所
、
当
該
事
象
の
状
況
並
び
に
当
該
事
象
の
発
生
に

害
以
外
の
障
害
で
あ
つ
て
軽
微
な
も
の
を
除
く
。
）
が
発
生
し
、
又
は
発
生

際
し
て
と
ら
れ
た
措
置
と
す
る
。

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
故

３

法
第
六
十
二
条
の
三
の
原
子
力
事
業
者
等
で
あ
つ
て
法
第
五
十
九
条
第
五
項

の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
も
の
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
事
象
が
生
じ
た
と

き
は
、
そ
の
旨
を
直
ち
に
当
該
届
出
を
受
理
し
た
公
安
委
員
会
に
報
告
し
、
か

つ
、
当
該
事
象
が
生
じ
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記

載
し
た
報
告
書
を
当
該
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



五
頁

別記様式第１（第２条関係）

（その１）

（略）

核燃料物質等運搬届出書

（略）

住所

印氏名（法人にあつては、その名称及び代表者の氏名） ○

原子力事業者等の区分（注１）

担当者 電話番号

（略）

別記様式第１（第２条関係）

（その１）

（略）

核燃料物質等運搬届出書

（略）

住所

印氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） ○

使用者等の区分（注１）

担当者 電話番号

（略）



六
頁

（その２） 運搬の内容
（略）

氏名（法人にあつて
は、その名称）

運送人

住 所

（略）
注１ 製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者

、再処理事業者、廃棄事業者、使用者、旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧原子炉設置
者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等若しくは旧使用者
等又はこれらの者から運搬を委託された者の別を記載すること。運搬を委託された者にあ
つては、委託者の名称及び原子力事業者等の別を併記すること。

２～５ （略）
６ Ａ型輸送物、ＢＭ型輸送物、ＢＵ型輸送物、ＩＰ－１型輸送物、ＩＰ－２型輸送物又は
ＩＰ－３型輸送物の別及び個数を記載すること。核分裂性輸送物にあつては、その旨を併
記すること。防護対象特定核燃料物質にあつては、特定核燃料物質の運搬の取決めに関す
る規則（平成12年総理府令第124号）第１条第１項の表第１号又は第２号に該当する場合
は区分Ⅰ、同表第３号から第６号までのいずれかに該当する場合は区分Ⅱ、同表第７号か
ら第９号までのいずれかに該当する場合は区分Ⅲとそれぞれ併記すること。

７～12 （略）
13 法第59条第２項の文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣の確認の有無、核燃料
物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第５条第７号ただし書又は第８号
ただし書に規定する承認（同規則第６条から第10条までに規定する技術上の基準に係るも
のを含む。）の有無及び同規則第13条又は核燃料物質等車両運搬規則（昭和53年運輸省令
第72号）第19条第１項若しくは第２項の特別措置の承認の有無について記載すること。

（略）

（その２） 運搬の内容
（略）

氏名（法人にあって
は、その名称）

運送人

住 所

（略）
注１ 使用者、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、使用済燃料貯

蔵事業者、再処理事業者若しくは廃棄事業者又はこれらの者から運搬を委託された者の別
を記載すること。運搬を委託された者にあつては、委託者の名称及び使用者等の別を併記
すること。

２～５ （略）
６ Ａ型輸送物、ＢＭ型輸送物、ＢＵ型輸送物、ＩＰ－１型輸送物、ＩＰ－２型輸送物又は
ＩＰ－３型輸送物の別及び個数を記載すること。核分裂性輸送物にあつては、その旨を併
記すること。防護対象特定核燃料物質にあつては、核燃料物質等の工場又は事業所の外に
おける運搬に関する規則第17条の６第１項の表第１号又は第２号に該当する場合は区分Ⅰ
、同表第３号から第６号までのいずれかに該当する場合は区分Ⅱ、同表第７号から第９号
までのいずれかに該当する場合は区分Ⅲとそれぞれ併記すること。

７～12 （略）
13 法第59条の２第２項（法第66条第２項において準用する場合を含む。）の文部科学大臣
又は国土交通大臣の確認の有無、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関す
る規則第５条第７号ただし書又は第８号ただし書に規定する承認（同規則第６条から第10
条までに規定する技術上の基準に係るものを含む。）の有無及び同規則第13条又は核燃料
物質等車両運搬規則（昭和53年運輸省令第72号）第19条第１項若しくは第２項の特別措置
の承認の有無について記載すること。

（略）



七
頁

別記様式第２（第３条関係）

（略）

核燃料物質等運搬証明書

（略）

住所

原 子 力

氏名（法人にあつては、その名称及び代表者の氏名）

事業者等

原子力事業者等の区分

（略）

備考１ この運搬証明書は、運搬中常に携帯し、警察官の要求があつたときは

、必ず提示すること。

（略）

（略）

別記様式第２（第３条関係）

（略）

核燃料物質等運搬証明書

（略）

住所

使用者等 氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）

使用者等の区分

（略）

備考１ この運搬証明書は、運搬中常に携帯し、警察官の要求があったときは

、必ず提示すること。

（略）

（略）



八
頁

別記様式第３（第５条関係）

（略）

核燃料物質等運搬証明書書換え申請書

（略）

住所

印氏名（法人にあつては、その名称及び代表者の氏名） ○

原子力事業者等の区分

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第59条第９項の規定により

、運搬証明書の書換えを申請します。

（略）

別記様式第３（第５条関係）

（略）

核燃料物質等運搬証明書書換え申請書

（略）

住所

印氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） ○

使用者等の区分

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第59条の２第９項（同法第

66条第２項において準用する場合を含む。）の規定により、運搬証明書の書換えを申

請します。

（略）



九
頁

別記様式第４（第６条関係）

（略）

核燃料物質等運搬証明書再交付申請書

（略）

住所

印氏名（法人にあつては、その名称及び代表者の氏名） ○

原子力事業者等の区分

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第59条第10項の規

定により、運搬証明書の再交付を申請します。

（略）

別記様式第４（第６条関係）

（略）

核燃料物質等運搬証明書再交付申請書

（略）

住所

印氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） ○

使用者等の区分

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第59条の２第10項

（同法第66条第２項において準用する場合を含む。）の規定により、運搬証

明書の再交付を申請します。

（略）


